別表第二　外国旅行の旅費
一　運賃、日当、宿泊料及び食事料
地域
区分
鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃
日当
宿泊料
食事料

A
特別職
最上級の旅客運賃の実費
五、二〇〇円
一八、八〇〇円
五、〇〇〇円


一般職
最上級の直近下位の級の旅客運賃の実費
〃
一六、一〇〇円
〃

B
特別職
最上級の旅客運賃の実費
四、二〇〇円
一五、一〇〇円
四、〇〇〇円


一般職
最上級の直近下位の級の旅客運賃の実費
〃
一二、九〇〇円
〃

C
特別職
最上級の旅客運賃の実費
三、八〇〇円
一三、五〇〇円
三、〇〇〇円


一般職
最上級の直近下位の級の旅客運賃の実費
〃
一一、六〇〇円
〃

備考
A　地域とは北米地域、欧州地域、中近東地域をいう。
C　地域とはアジア地域、中南米地域、大洋州地域、アフリカ地域をいう。
B　地域とはA地域及びC地域以外の地域をいう。
船舶又は航空機による旅行(外国を出発した日及び外国に到着した日の旅行を除く。)の場合における日当の額は、C地域につき定める定額とする。
二　支度料
国家公務員の旅費の支給の例に準じて、別に町長が定める額を支給することができる。
